
「マイナ保険証をお持ちの方」 

・マイナンバーカードの保険証利用 

登録をした方 

 

 

 

 

 

 

令和６年１２月２日以降、保険証が発行されなくなり、保険証に代わり新たな様式となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑70歳から 74歳の方には「高齢受給者証」も交付されます。 

  ☑「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーカードと一緒に保管してください。 

  ☑交付された「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の記載内容に誤りはありませんか？ 

   誤りがあった場合は、加入している支部へご連絡ください。 

「マイナ保険証をお持ちではない方」 

   ・マイナンバーカードを持っていない方 

   ・マイナンバーカードの保険証利用登録を 

     していない方 など 

「資格情報のお知らせ」 「資格確認書」 

保険証と同じサイズ 

 

Ａ４サイズ 



 

 

 

 

 

 Ｑ マイナンバーカードを紛失した場合はどうすればいいですか？ 

 Ａ カードの再発行は、自治体にお問い合わせください。 

   カードが再発行されるまでに医療機関を受診する場合は、短期間の資格確認書を発行します 

ので、加入支部にて発行手続を行ってください。 

 

 Ｑ マイナ保険証が使いづらいので、資格確認書を発行してもらえませんか？ 

 Ａ マイナ保険証を持っている方には資格確認書を発行できません。 

   どうしてもマイナ保険証が使いづらい方に対応して、保険証利用の登録解除手続ができます 

ので、加入支部にて解除手続を行ってください。 

 なお、マイナ保険証をお持ちの方で、マイナンバーカードでの受診が困難な方（高齢者、障 

がいをお持ちの方など）は、申請により「資格確認書」を発行します。 

「資格情報のお知らせ」が交付された方 

医療機関の窓口にある、カードリーダーにマ

イナンバーカードを提示し、受付を行ってくだ

さい。 

 マイナンバーカードの読み取りができない

場合などは、マイナンバーカードと「資格情報

のお知らせ」を医療機関に提示してください。 

「資格確認書」が交付された方 

医療機関の窓口に「資格確認書」を提出して

ください。 

ご自身の自己負担割合で、これまでと同じよ

うに受診することができます。 

 

 

「資格情報のお知らせ」 

「資格情報のお知らせ」に記載された内容に変

更がない場合は、１回のみの発行となり、有効

期限はありません。 

 ただし、70歳から 74歳の方は、「資格情報の

お知らせ」に記載された有効期限となります。 

「資格確認書」 

 令和８年４月末までとなります。 

なお、その後は、毎年４月から翌年４月末ま

での「資格確認書」を発行します。 

 

【医療機関を受診するときは？】 

【有効期限は？】 

【こんなときはどうするの？】 

■受付方法 

①顔認証つきカードリーダーに  

マイナンバーカードを置く 

②本人認証を行う 

（顔認証・暗証番号） 

③各種情報提供の同意選択をする 

 

 


